
障害児支援事業に係る

改正事項等について
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（２）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正
する省令の施行に伴う変更事項について

①安全計画の策定等【対象：障害児入所施設、障害児通所支援】
１ 障害児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、
取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業
所における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要
な措置を講じなければならない。

２ 従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならな
い。

３ 障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容
等について周知しなければならない。

４ 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

施行日：令和５年４月１日（令和６年３月31日まで努力義務とする経過措置あり）

※今後、厚生労働省より安全計画策定の参考となるガイドラインやひな形が示される予定。

（令和４年厚生労働省令第159号（令和4年11月30日公布））
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②保育所等と児童発達支援との一体的な支援（インクルーシブ保
育）を可能とするための規制の見直し

【対象：児童発達支援（センター含む）】

保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園して
いる児童と児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援
に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童へ
の保育に併せて従事させることができる。

施行日：令和５年４月１日
（令和４年厚生労働省令第159号（令和4年11月30日公布））
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③自動車を運行する場合の所在の確認

【対象：障害児入所施設、障害児通所支援】

１ 障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移
動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼
その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児
の所在を確認しなければならない。

施行日：令和５年４月１日
（令和４年厚生労働省令第175号（令和4年12月28日公布））

（２）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正
する省令の施行に伴う変更事項について
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④自動車を運行する場合の安全装置の装備

【対象：児童発達支援（センター含む）、放課後等デイサービス】

２ 障害児の送迎を目的とした自動車（※）を日常的に運行するときは、当該自動車にブ
ザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める
所在の確認（障害児の降車の際に限る。）を行わなければならない。

(※運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないも
のその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)

施行日：令和５年４月１日（安全装置の装備が困難な場合は、令和６年３月31日までは安
全装置を備えないことができる。ただし代替措置によって所在の確認を行うこと。）

＜代替措置の例＞運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に児童の所在確認
を行ったことを記録する書⾯を備えるなど、児童が降車した後に運転⼿等が車内の確認を怠ることがない
ようにする。

（令和４年厚生労働省令第175号（令和4年12月28日公布））
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ご清聴ありがとうございました。
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